
� 配当所得の課税状況

区 分
一 般 課 税 分 非 課 税 分

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税額 人 員 支 払 金 額

人 千円 千円 人 千円

※ ２，４１０，７４５ １９５，７９７，５０８ ２８，７６９，５８２ １０，８１０ １１，８７２，８１３
利益又は利息の配当、剰余金の分配、
基金利息の分配、特定証券投資法人の
投資口の配当等

－ １５ ２ － ３６１公募・私募証券投資信託の収益の分配
及び特定株式投資信託の収益の分配

計 － ※ １９５，７９７，５２３ ２８，７６９，５８４ － ※ １１，８７３，１７４

調査対象等：配当等の支払者から平成１６年４月３０日までに提出された「法定資料の合計表（支払調書）」及び平成１５年２月から平成１６年１月ま
でに提出された「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

� 株式等の譲渡所得等の課税状況

区 分 源泉徴収選択口座内
調 整 所 得 金 額 等 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円

源泉徴収選択口座内保管
上場株式等の譲渡所得等 ７５，０４６，３０８ ５，３２５，１８０

調査対象等：平成１５年２月から平成１６年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出され
た「上場株式等の譲渡利益金額の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

� 報酬・料金等所得の課税状況

区 分 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税額 １５ 年 ／ １４ 年

人 千円 千円 ％

法第２０４

条 該 当
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原稿料、作曲料、放送謝金、講演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金

２４３，４１０ ２１，８２８，７７７ ２，８０２，２３６ １１６．０

弁護士、税理士等の報酬又は料金 ４１１，１７０ ２１８，７４９，３３４ ２２，５４８，２０５ ９６．３

診 療 報 酬 １４，４６８ ２４９，５６９，８６６ ２１，８８４，３９４ ９０．８

職業野球の選手、騎手、外交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金

７６，８２３ １３８，５２０，８００ ８，７５３，７５９ １０２．１

芸能等についての出演・演出等の
報 酬 又 は 料 金

１２，３８９ ６，０３８，５８１ ６０６，３８０ ８０．５

バー、キャバレーのホステス等
の 報 酬 又 は 料 金

１３，２６９ ２５，１６５，９１７ １，５２９，２２８ １１１．９

契 約 金 ・ 賞 金 １，４２０ ４，０９８，８１４ ２４１，１４９ ９８．７

７７２，９４９ ６６３，９７２，０８９ ５８，３６５，３５１ ９５．９小 計

１５７，４６４ １７４，０７２，６２７ １，６６５，２６４ １５０．６法第２０３条の２該当（ 公 的 年 金 等 ）

２０２，４４１ ７０，３６８，０５８ ３６９，４３６ ４８．７法第２０７条該当（生命保険契約等に基づ
く年金）

１，００４ ６，７８５，０３５ ６１４，３３６ ４９．６法第１７４条該当（馬主に支払われる競馬
の賞金等）
計 ※ １，１３３，８５８ ※ ９１５，１９７，８０９ ※ ６１，０１４，３８７ ９５．４

災害減免法により徴収猶予したもの ２５ － － －

調査対象等：報酬・料金等の支払者から、平成１６年４月３０日までに提出された「法定資料の合計表（報酬・料金等の支払調書）」及び平成１５年
２月から平成１６年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税
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源 泉 分 離 （ 選 択 ） 課 税 適 用 分 合 計

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税額 支 払 金 額 源泉徴収税額 １５ 年 ／ １４ 年

人 千円 千円 千円 千円 ％

３，２４２ ３，５９７，４００ １，２５９，０９０ ２１１，２６７，７２１ ３０，０２８，６７２ ９６．４

－ ７５，４０２ １１，３３３ ７５，７７８ １１，３３５ ３０．２

－ ※ ３，６７２，８０２ １，２７０，４２３ ※ ２１１，３４３，４９９ ※ ３０，０４０，００７ ９６．３

� 非居住者等所得の課税状況

区 分 人員

支 払 金 額
源泉徴収
税 額

左のうち租税特別措置法又は租税条約により課税の
軽減を受けたもの

課税分 非課税又
は免税分 総 額 適用の内容 人員 支払金額 源 泉 徴

収 税 額

人 千円 千円 千円 千円 人 千円 千円

公社債・預貯金の利子等 － ８２，７３３ － ８２，７３３ ７，８３４
租税特別措置法
又は租税条約の
適用を受けたも
の

－ － －

利益又は利息
の配当、剰余
金の分配、基
金利息の分
配、特定証券
投資法人の投
資口の配当
等、公募・私
募証券投資信
託の収益の分
配及び特定株
式投資信託の
収益の分配

�
�
�
�
���
�
��
�
�
�
�
��
���

一 般 分 ３０，１３０ ２５，４９２，０２３ ２，２４６，１６５

源 泉 分 離 選 択
課 税 適 用 分

－ － －

小 計 ３０，１３０ ２５，４９２，０２３ １４３，３５２ ２５，６３５，３７５ ２，２４６，１６５ 租税条約の適用を受けたもの １，０８７ ９，６６５，８７３ ６１２，２９２

－ １２，１４５ － １２，１４５ １，２３５匿名組合契約に基づく収益の分配

給 与 ・ 賞 与 等

退 職 所 得

役 務 の 報 酬

工業所有権その他の技術に関する権利
等の使用料又はその譲渡による対価
著 作 権 の 使 用 料 又 は
そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

不動産、採石権の貸付、租鉱権の設定
又は航空機、船舶の貸付による所得

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よる対価

人的役務提供事業の対価

生命保険契約等に基づく年金

賞 金

７，４２６ ６，９４１，７０１ ４，１７４，８０９ １１，１１６，５１０ １，０５５，９６０ 租税条約の適用を受けたもの － － －

１８ １２５，６８３ － １２５，６８３ １９，９７２ 租税条約の適用を受けたもの － － －

１，７７４ ４，６２３，２８４ １５６，４９６ ４，７７９，７８０ ６８１，２６２ 租税条約の適用を受けたもの － － －

４３７ ３６，８７５，５２０ １０２，１２０ ３６，９７７，６４０ ３，８１７，０１８ 租税条約の適用を受けたもの ２６１ ２５，８０３，０９０ ２，５９５，７０５

２５ ６８６，１５９ ３，５０８ ６８９，６６７ ６２，７９４ 租税条約の適用を受けたもの ２３ ６６４，３２７ ５８，４６１

１５１ ４０８，１６７ － ４０８，１６７ ４０，９７９
租税特別措置法又
は租税条約の適用
を受けたもの

８４ １，７２３ １６７

２３９ ４６２，８６１ ５，８２０ ４６８，６８１ ７５，１０３ 租税条約の適用を受けたもの － － －

６ １，１５５，５８３ － １，１５５，５８３ １１１，１９５ 租税条約の適用を受けたもの － － －

３１ ３，５４２，２２７ － ３，５４２，２２７ １２０，３３９

１９９ ６７８，１２５ ２０５，３８３ ８８３，５０８ １０８，６７９ 租税条約の適用を受けたもの １ ９３，２６２ ９，３２６

－ － － － －

２２ １６，６３４ － １６，６３４ １，３１８ 租税条約の適用を受けたもの － － －

合 計 － ８１，１０２，８４５※４，７９１，４８８※８５，８９４，３３３ ※８，３４９，８５３ 計 １，４５６ ３６，２２８，２７５ ３，２７５，９５１

調査対象等：平成１６年４月３０日までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「法定資料の合計表（非居住者等に支払われる給与等の支
払調書）」等に基づいて作成した。

（注） この表の「公社債、預貯金の利子等」は実績値であるが、その他の部分は標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税
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